


【国保】 
 

E-46 CT 撮影と MRI 撮影（併施） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、緊急入院患者の頭部疾患に対して初診時に施行される CT

撮影とMRI撮影の同日算定および連日の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 CT 撮影もしくは MRI 撮影のいずれかで病態把握が可能な疾患もある

が、出血兆候などを踏まえた診断に必須となる場合があるため、原則、認

められると整理した。 

 


